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資金の借入（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ 

 

ケネディクス・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、平成

26年8月4日付にてお知らせいたしました「資金の借入に関するお知らせ」における長期借入金（シ

リーズ7-B及びシリーズ8-B）に関し、金利適用期間における利率が決定しましたのでお知らせい

たします。また、長期借入金（シリーズ7-A及びシリーズ8-A）に関し、下記の通り、金利スワッ

プ契約を締結することを決定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１．借入金利 

区分 
（注 1） 借入先 

借入 

金額 
利率 

借入 

予定日 

元本返済

期日 

シリーズ 7-B 

（長期） 

株式会社 

日本政策投資銀行
10 億円

0.99625% 

（固定金利）（注 2）

平成 26 年 

8 月 7 日 

平成 33 年

8 月 7日 

シリーズ 8-B 

（長期） 

株式会社 

日本政策投資銀行
5億円

1.32000% 

（固定金利）（注 3）

平成 26 年 

8 月 7 日 

平成 35 年

8 月 7日 

（注 1） 長期とは借入日から返済期日までが 1年超の借入れをいいます。 

（注 2） 金利適用期間は、平成 26 年 8月 7日～平成 33 年 8月 7日となります。 

（注 3） 金利適用期間は、平成 26 年 8月 7日～平成 35 年 8月 7日となります。 

（注 4） 上記借入れは、無担保・無保証での借入れです。 

 

 なお、シリーズ 7-B 及びシリーズ 8-B の概要につきましては、平成 26 年 8 月 4 日付「資金

の借入に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．金利スワップ契約 

（1）．金利スワップ契約の理由 

将来の金利上昇による支払利息の増加リスクを限定することを目的として、ヘッジ効果とコ

ストを検討した結果、平成 26 年 8 月 4 日付「資金の借入に関するお知らせ」でお知らせしま

した借入金のうち、長期借入金（シリーズ 7-A 及びシリーズ 8-A）を対象とする金利スワップ

契約を締結しました。 

 

（2）．金利スワップ契約の内容 

① 長期借入金（シリーズ 7-A） 

（１） 相 手 先 SMBC 日興証券株式会社 

（２） 想 定 元 本 3,750,000,000 円 

（３） 金 利 等 固定支払金利：0.36625% 

変動受取金利：全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR 

（４） 開 始 日 平成 26 年 8 月 7日 

（５） 終 了 日 平成 33 年 8 月 7日 

（６） 支 払 日 平成 26 年 8 月末日を初回として、以降毎月の各末日（最

終回は最終期限）とし、最終回は平成 33 年 8 月 7日。 

（注） 本金利スワップ契約締結により、シリーズ 7-A に係る金利は実質的に 0.91625%で固定化されます。 

 

② 長期借入金（シリーズ 8-A） 

（１） 相 手 先 株式会社あおぞら銀行 

（２） 想 定 元 本 1,650,000,000 円 

（３） 金 利 等 固定支払金利：0.55400% 

変動受取金利：全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR 

（４） 開 始 日 平成 26 年 8 月 7日 

（５） 終 了 日 平成 35 年 8 月 7日 

（６） 支 払 日 平成 26 年 8 月末日を初回として、以降毎月の各末日（最

終回は最終期限）とし、最終回は平成 35 年 8 月 7日。 

（注） 本金利スワップ契約締結により、シリーズ 8-A に係る金利は実質的に 1.25400%で固定化されます。 

 

３．今後の見通し 

本件による平成 27 年 1 月期（平成 26 年 8 月 1 日～平成 27 年 1 月 31 日）及び平成 27 年 7

月期（平成 27 年 2 月 1 日～平成 27 年 7 月 31 日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状

況の予想に変更はありません。 

 

 

以 上 

 

 

*本投資法人のホームページアドレス：http://www.kdr-reit.com/ 

 


